
 

 

本ウェブサイトの著作権は税理士法人石井会計に帰属します。掲載されている記事の無断転載を禁じます。 

 

 

 

 

コロナ融資後の企業の対応について 

 

Ｑ：コロナ融資（ゼロゼロ融資）後の今後の企業の対応について教えて下さ

い。 

 

Ａ：まず、今後の資金繰り計画を立てましょう。 

 

１．コロナ融資返済開始 

民間金融機関のコロナ融資の返済開始時期がピークを迎えています。円安、物価の高騰、

人件費アップ等で今まで以上に経営状況が厳しくなっている中小企業も多くなってきて

いる中、コロナ融資の返済開始でさらに経営が圧迫されています。 

２．資金繰り計画の策定 

現状の借入金残高、返済額を確認し、資金繰り計画を作成しましょう。現時点で収益が改

善する見込みがない場合には「コロナ借換保証制度」を活用しましょう。 

３．コロナ借換保証制度の活用 

コロナ借換保証制度とは、積み上がった債務の返済負担軽減と新たな資金需要にも対応す

るために創設された制度です。概要は以下の通りです。 

 

４．収益力改善・事業再生等支援制度の活用 

今後の経営改善計画を策定する場合の支援策を活用しましょう。認定経営革新支援機関

（金融機関、税理士等）による改善計画策定、計画実行までのフォローアップや助言等の

伴走支援制度があります。伴走支援を実施した場合には、計画策定支援費用が補助されま

す。補助率は以下の通り。 

 

経営改善計画の内容は、現状把握と課題点抽出、ビジネス俯瞰図、アクションプラン、

PL・C/F・B/S の各数値計画です。詳細は、中小企業庁のＨＰ等をご覧下さい。 
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補助率 備考

2/3（上限200万）

2/3（上限100万）

2/3（上限10万）金融機関交渉費用

補助対象経費

金融機関交渉費用は、経営者保証解除
を目指した計画を策定し、金融機関交渉
を実施する場合が対象

DD・計画策定支援費用

伴走支援費用（モリタリング費用）

 

経 営 お役立ちＱ＆Ａ 


